
令和４年度一般会計、国民健康保険特別会計他 15 特
別会計、上水道事業会計の決算が９月定例町議会で認
定されました。決算報告は、町の家計簿ともいえるもの。
我が町の状況は？

  　　　　　　　　　　　　　一  般  会  計 

 　特  別  会  計 
自主
 財源
自主
 財源 依存

 財源
依存
 財源

寄付金
3億8,282万6千円（4.0％）

衛生費 
11億426万2千円
（12.0％）

農林水産業費
2億6,810万3千円
（2.9％）

消防費
8,960万9千円
（1.0％）

教育費
8億4,045万6千円
（9.2％）

公債費
12億9,773万1千円
（14.1％）

歳出合計歳出合計

議会費
9,722万2千円（1.1％）

諸支出金
8,269万8千円
（0.9％）

地方譲与税
7,207万5千円
（0.8％）

地方譲与税
7,207万5千円
（0.8％）

県支出金
4億9,034万4千円
（5.1％）

町債
3億7,850万円
（4.0％）
各種交付金
4億3,296万8千円
（4.5％）

分担金・負担金
6,932万7千円
（0.7％）

財産収入・繰入金
1億3,944万5千円
（1.5％）

繰越金
2億9,501万6千円（3.1％）

諸収入 1億466万3千円（1.0％）
使用料・手数料 9,703万1千円（1.0％）

歳入合計歳入合計

土木費
7億9,140万3千円
（8.6％）
商工費
2億1,198万3千円
（2.3％）

95億6385万1千円95億6385万1千円

国庫支出金
12億3,582万6千円
（12.9％）

国庫支出金
12億3,582万6千円
（12.9％）

町税
16億5,956万6千円
（17.4％）

町税
16億5,956万6千円
（17.4％）

91億

7157万8千円
91億

7157万8千円

総務費
 15億8,894万3千円
（17.3％）

総務費
 15億8,894万3千円
（17.3％）

民生費
27億9,325万円
（30.5％）

民生費
27億9,325万円
（30.5％）

災害復旧費
591万8千円（0.1％）

地方交付税
42億626万円4千円
（44.0％）

地方交付税
42億626万円4千円
（44.0％）

町に入ったお金（歳入）

　一般会計の収入総額は９５億６，３８５万１千円でした。これ
は町税や財産収入などの町が自ら確保できる財源（自主財源）
２７億４，７８７万４千円と、地方交付税や国庫、県支出金などの
国や県から交付される財源（依存財源）６８億１，５９７万７千
円から構成されています。

自主
 財源
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諸収入 1億466万3千円（1.0％）
使用料・手数料 9,703万1千円（1.0％）
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■町の借金■町の借金
　町の借金にあたる令和４年度末の町債の残高は一般会計、特別　町の借金にあたる令和４年度末の町債の残高は一般会計、特別

会計、上水道事業会計合わせて２１３億５,７１０万３千円でした。会計、上水道事業会計合わせて２１３億５,７１０万３千円でした。

　建設事業費の減に伴い、地方債発行額が減少したため、前年度　建設事業費の減に伴い、地方債発行額が減少したため、前年度

と比較すると町全体で１３億７,５３５万円減額となりました。と比較すると町全体で１３億７,５３５万円減額となりました。

町で使ったお金（歳出）

　一般会計の支出総額は９１億７，１５７万８千円になりまし
た。支出の状況を目的別にしてみました。目的別とは土木
費や教育費など行政目的によって分類したものです。
　福祉全般を担う民生費が 27 億９，３２５万円で最も多く、
ついで役場管理費や職員人件費など他部門に分類されない
事業に要した総務費が 15 億８，８９４万３千円、借金返済に
かかる公債費や衛生費などが大きな支出となっています。
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町町のの家計簿 令和４年度    我家計簿 令和４年度    我がが町町のの状況状況はは？？
市川三郷町令和市川三郷町令和４４年度 年度 
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特別会計の歳入・歳出額
会計名 歳入 歳出 差引

国民健康保険特別会計（事業勘定） １６億６，０４４万８千円 １６億２，８９７万７千円 ３，１４７万１千円

国民健康保険特別会計（直診勘定） ７，０９１万２千円 ６，０９９万２千円 ９９２万円

介護保険特別会計 ２３億８，９１４万３千円 ２１億３，７０９万６千円 ２億５，２０４万７千円

介護サービス事業特別会計 ３０９万７千円 ３０５万２千円 ４万５千円

訪問看護ステーション西八代特別会計 ３，３１９万８千円 ３，３００万円 １９８万円

簡易水道特別会計 ２億５，２３６万９千円 ２億５，２３６万７千円 ２千円

公共下水道事業特別会計 １０億５,７７２万９千円 １０億３，８１３万７千円 １，９５９万２千円

農業集落排水事業特別会計 ３，４２４万１千円 ３，２１０万円 ２１４万１千円

戸別浄化槽整備推進事業特別会計 １,０９０万８千円 １，００３万７千円 ８７１万円

温泉事業特別会計 ６，８８５万６千円 ６，７６６万８千円 １１８万８千円

恩賜県有財産保護管理事業特別会計 ２５９万円 １０万円 ２４９万円

市川財産区特別会計 ２７６万４千円 １万８千円 ２７４万６千円

高田財産区特別会計 ６３万１千円 １万８千円 ６１万３千円

大同財産区特別会計 ３２１万３千円 １万８千円 ３１９万５千円

歌舞伎文化公園管理事業特別会計 ２，６５８万７千円 ２，４７３万７千円 １８５万円

後期高齢者医療特別会計 ２億４，３０２万１千円 ２億４，１９９万７千円 １０２万４千円

峡南地域教育支援センター共同設置特別会計 ３４５万円 ３３４万９千円 １０万１千円

公営企業会計の収入支出額
上水道事業 事業収益（収入） 事業費用（支出）

収益的収入及び支出 １億９，５３４万円 １億７，８９６万９千円

資本的収入及び支出 ４７７万４千円 ７，０２８万８千円 

町税は一人当たり１１万２千円

納めていただいた

ことになります

一般会計での支出総額は

町民一人当たり約６１万７千円を

支出したことになります
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※仮受、仮払消費税を含む額を計上しています。

町の財 政 状 況に

関する詳しい内容

は、町ホームペー

ジをご覧下さい。
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決算特集
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なぜなぜ今、改革今、改革がが必要必要なのかなのかVol.７町長コラム

連日流れるニュースに、みさとちゃんパパは不安になっています。
財政非常事態宣言とは？行財政改革とは？遠藤町長に質問しました。

今後も行財政改革の内容について、広報、ホームページなどでお知らせしていきます。

ニュースや新聞で見た「財政非常事態宣言」ってなに？いきなり言われてもよ

くわからないし、うちの町はそんなにお金がないの？学校は？病院は？私たち

の暮らしはどうなってしまうの？遠藤町長、そもそもの話を教えてください！

よくわからないな。今まで払えていたなら、お金がないわけではないのでは？

これからどうするのですか？もっと具体的な内容が知りたいのですが。

遠藤です。不安にさせてしまい申し訳ありません。順を追って説明いたします。

おっしゃるとおり、本町の財政は県内で最悪の状況です※１。

今のままだと７年後にはお金が回らなくなってしまい破
 は  た ん

綻してしまいます※２。

そうならないためにも、今なら破綻を回避できる、一歩手前の今こそが行財

政改革を行う最後のチャンスだと判断し「財政非常事態宣言」を出しました。

行政のスリム化、すべての公共施設を対象としたあり方の検討などについて、

私たちの考える具体的な計画を、年内にお知らせできるよう作成を進めてお

ります。現在、役場では改革チームを結成し、外部の方々の意見を取り入れ

ながら町が行っているすべての仕事に対して「何が本当に必要なものなのか」

総点検を行っているところです※４。

この改革は、町民の皆さまのご意見も取り入れながら行います。また、削減

することだけが改革ではありません。収入と支出を見直すことで、新しい投

資に使えるお金を確保し、六郷インター周辺整備など、本町の明るい未来を

描けるような施策に積極的に取り組んでいきたいと考えております。

実は、合併すると国から様々な支援を受けることができたのです。今までは

それらを使って新しい事業や施設の維持、管理にお金を支払っていたのです

が、令和２年度で国からの特例的な支援はなくなってしまいました※３。

その結果、１年度あたりで使える収入が減ってしまいました。しかし、支払う

お金は変わりません。むしろ古くなった建物を修理するお金や借金返済が出

てきています。今までのやりくりではどうにもならない状況が７年後に来てしま

います。だから今、行財政改革を行い、人口規模にあった町の運営へと変え

ていく必要があるのです。

※１�令和３年度の実質収支比率、経常収支比率、将来負担比率が２７市町村でワースト1位を記録しました。
※２�改革なく推移した場合の財政見通しにおいて、令和１２年度で貯金が底をつき、町財政が破綻することが推計されています。
※３�平成の大合併では、財政支援措置があり、本町の場合、令和２年度まで国からお金の支援を受けていました。
本来なら支援を受けている内に、人口規模に見合った町の運営の見直しを行う必要がありました。

※４�役場内の改革チーム「行財政改革推進本部」が、外部有識者などで編成された「行財政改革推進委員会」な
どから意見を聞き、令和７年度末までに町が取り組むべき具体的な内容「行財政改革推進計画」の作成をし
ています。この計画は令和５年中にホームページなどでお知らせする予定です。また、年明けには計画策定
にあたり、町民の皆さまの意見・提案をお聞きする機会を設ける予定です。

問町総務課行財政改革推進係
☎ 055-272-1102

詳
し
い
内
容
、
最
新
の
情
報
は
町

詳
し
い
内
容
、
最
新
の
情
報
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら▲▲

みさとちゃんパパ

財政健全化の指標 数
値
で
み
る
財
政
健
全
化

　

自
治
体
の
財
政
破は

綻た
ん

を
未
然
に
防

ぐ
た
め
に
国
で
定
め
た
財
政
指
標
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
自
治
体
の
財
政
状
況
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
、
指
標
が
基
準

を
上
回
っ
た
自
治
体
に
は
、
財
政
の

健
全
化
に
向
け
た
計
画
の
策
定
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

　

令
和
４
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
算

定
の
結
果
、
本
町
で
は
い
ず
れ
の
指

標
も
早
期
健
全
化
基
準
を
下
回
る
数

値
と
な
り
ま
し
た
。

　

前
ペ
ー
ジ
の
決
算
報
告
を
見
る
と
、

一
般
会
計
、
特
別
会
計
と
も
に
歳
出

よ
り
も
歳
入
が
多
く
、
黒
字
で
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
過
去
の
広

報
を
見
て
も
毎
年
黒
字
で
の
決
算
報

告
と
な
っ
て
い
ま
す
。
財
政
健
全
化

の
指
標
も
国
が
定
め
た
基
準
よ
り
下

回
っ
て
お
り
、
一
見
す
る
と
町
の
財

政
状
況
は
悪
く
な
い
よ
う
に
見
え
ま

す
。
町
へ
の
問
い
合
わ
せ
に
も
「
毎

年
黒
字
報
告
な
の
に
、
ど
こ
が
非
常

事
態
な
の
か
？
」、「
財
政
は
悪
く
な

い
と
聞
い
て
い
た
の
に
い
き
な
り
悪

く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
も
ピ
ン
と
こ

な
い
」
な
ど
の
言
葉
を
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
町
は
財
政
非
常
事
態

宣
言
を
発
出
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

理
由
の
１
つ
に
、
先
月
号
の
広
報
２

ペ
ー
ジ
目
に
も
書
か
れ
て
い
る
「
町町

税
や
国
・
県
か
ら
の
交
付
金
な
ど
で

税
や
国
・
県
か
ら
の
交
付
金
な
ど
で

は
賄
え
な
い
部
分
（
赤
字
）
は
、
地

は
賄
え
な
い
部
分
（
赤
字
）
は
、
地

方
債
（
借
金
）・
基
金
（
貯
金
）
で
賄

方
債
（
借
金
）・
基
金
（
貯
金
）
で
賄

う
状
態
が
慢
性
的
に
続
い
て
い
る

う
状
態
が
慢
性
的
に
続
い
て
い
る
」

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
根
拠

と
な
る
資
料
が
下
の
表
に
あ
る
「
普

通
会
計
決
算
額
の
推
移
」
で
す
。

　

こ
の
表
に
あ
る
「
実
質
的
な
収
支
」

を
見
る
と
、
直
近
の
町
の
収
支
バ
ラ

ン
ス
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

▲
印
が
つ
い
て
い
る
年
度
は
、
単

純
な
収
支
の
差
額
（
形
式
収
支
）
で

は
黒
字
に
見
え
て
い
ま
す
が
、
実
質

的
に
は
基
金
な
ど
の
取
り
崩
し
を
行

い
赤
字
だ
っ
た
年
度
で
す
。
財
政
運

営
に
お
い
て
、
５
年
連
続
で
基
金
の

取
り
崩
し
な
ど
を
行
い
や
り
く
り
し

て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

収
入
が
増
え
な
い
中
で
、
こ
の
よ

う
な
状
態
を
長
く
続
け
る
こ
と
は
難

し
く
、
７
年
後
の
令
和
12
年
度
に
は

貯
金
が
底
を
つ
い
て
し
ま
い
、
財
政

破
綻
す
る
こ
と
が
推
計
さ
れ
て
い
ま

す
。
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
い

る
状
況
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
財
政

破
綻
を
未
然
に
防
ぎ
、
明
る
い
未
来

の
た
め
に
使
え
る
お
金
を
確
保
し
て

い
く
こ
と
が
「
財
政
非
常
事
態
宣
言
」

の
真
の
目
的
で
す
。

財政健全化の指標　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

項　目 令
和４年度 令

和３年度 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 ▲ 6.19　 ▲ 3.45　 14.41　 20.00　 

連結実質赤字比率 ▲ 14.41　 ▲ 9.21　 19.41　 30.00　

実質公債費比率 12.0　 11.1　 25.00　 35.00　

将来負担比率 117.5　 124.2　 350.00　 －　

※実質赤字比率と連結赤字比率は黒字のためマイナス表示

決
算
報
告
・
財
政
指
標
だ
け
で
は
見
え
な
い
、

町
財
政
の
現
在
地

問
町
財
政
課
財
政
係
☎
０
５
５
（
２
７
２
）
６
０
９
１

■普通会計  一般会計のほか、特別会計のうち公営企業会計に係るもの以外の会計間の重複額等を控除した純
計額のこと。

■形式収支 歳入総額から歳出総額を単純に差引いた額のこと。
■実質的な収支 形式収支から基金の取り崩しなどの影響を加味した実質的な収支の額のこと。

普通会計決算額の推移
歳入総額 a 歳出総額 b 形式収支 a-b 実質的な収支

平成２８年度 １０５億１００万円 ９７億６，１００万円 ７億４，０００万円 ２億３００万円

平成２９年度 １０１億４，８００万円 ９６億２，９００万円 ５億１，９００万円 ▲１億８，３００万円

平成３０年度 １１４億５，２００万円 １０９億円 ５億５，２００万円 ▲６億９，２００万円

令和元年度 １１３億４，４００万円 １１０億４００万円 ３億４，０００万円 ▲３億円

令和２年度 １１２億１，８００万円 １０９億３，２００万円 ２億８，６００万円 ▲１億４，１００万円

令和３年度 ９８億４，４００万円 ９５億４，１００万円 ３億３００万円 ▲４，５００万円

令和４年度 ９５億６，１００万円 ９１億６，４００万円 ３億９，７００万円 ９，３００万円

（歳入総額の中には、基金の一部が「繰入金」として含まれています）

令和４年度は黒字でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための財政支援などによる
一時的なものであり、財政運営の抜本的な見直しが必要であることに変わりありません。

５
年
連
続
の
赤
字

毎
年
黒
字
で
、
財
政
指
標
も
基
準
を
下
回
っ
て
い
る
け
れ
ど
…
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■
健
康
管
理

　

内
科
・
眼
科
・
歯
科
・
耳
鼻
科
検
診
、
尿
検
査
を
定

期
的
に
実
施
、
身
体
測
定
を
毎
月
行
い
、
乳
児
・
児
童

の
健
康
管
理
を
行
い
ま
す
。

■
給
　
　
食

　

栄
養
士
の
献
立
に
よ
る
、
年
齢
に
応
じ
た
手
作
り
給

食
と
お
や
つ
で
す
（
離
乳
食
対
応
）。
ア
レ
ル
ギ
ー
体

質
に
も
応
じ
た
調
理
内
容
で
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

様
々
な
行
事
・
誕
生
日
会
な
ど
特
別
給
食
で
お
楽
し

み
給
食
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
お
や
つ
は
、
３
歳
未
満

児
は
１
日
２
回
（
午
前
10
時
と
午
後
３
時
）、
３
歳
以

上
児
は
１
日
１
回
（
午
後
３
時
）
で
す
。

■
特
別
保
育
事
業

【
障
害
児
保
育
】
心
身
の
発
達
に
障
害
を
持
つ
お
子
さ

ん
も
一
緒
に
「
共
に
育
ち
あ
う
」
保
育
を
し
て
い
ま
す
。

【
乳
児
保
育
】
各
保
育
所
（
園
）
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
一
時
預
か
り
】
保
育
所
の
入
所
の
対
象
と
な
ら
な
い

就
学
前
の
児
童
で
、
保
護
者
が
月
に
数
回
程
度
仕
事
を

さ
れ
る
時
、
職
業
訓
練
な
ど
を
受
け
る
時
、
保
護
者
の

生
活
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
等
、
家
族
の
入
院
・
通
院
・
冠

婚
葬
祭
な
ど
、
家
庭
で
子
育
て
が
一
時
的
に
困
難
と

な
っ
た
お
子
さ
ん
を
お
預
か
り
し
ま
す
。

【
病
後
児
保
育
】
病
気
の
回
復
期
に
あ
り
、
集
団
で
の

保
育
や
通
学
等
が
困
難
な
期
間
に
、
乳
児
・
児
童
を
一

時
的
に
預
か
り
、
保
護
者
の
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
を

支
援
し
ま
す
。

【
地
域
活
動
事
業
】
老
人
保
健
施
設
な
ど
の
訪
問
、
地

域
の
お
年
寄
り
や
小
中
高
生
と
の
交
流
、
育
児
講
座
の

開
催
、
地
域
の
諸
行
事
へ
の
参
加
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。

■
子
育
て
相
談

電
話
相
談
、来
所（
園
）に
よ
る
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

■
そ
の
他

親
子
保
育
体
験
入
所
、
園
庭
・
保
育
室
・
プ
ー
ル
の
解
放
、

実
習
生
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け
入
れ

町
内
保
育
所
（
園
）

令
和
令
和
６６
年
度
年
度    

入
所
受
付
が
始
ま
り
ま
す

入
所
受
付
が
始
ま
り
ま
す

市川富士見保育所市川富士見保育所
高田 152-1 ☎ 055-272-0260

【定　員】115 人
【対象児】６カ月〜小学校就学前
【給　食】年齢に応じた完全給食
【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後６:30
（土曜日）午前８:30 〜午後４:30

ひまわり保育園ひまわり保育園
岩間 2834-3  ☎ 0556-32-2726

【定　員】40 人
【対象児】２カ月〜小学校就学前
【給　食】３歳未満児は完全給食

                 ３歳以上児は主食持参
【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後７:00
（土曜日）午前８:00 〜午後４:00

高田保育園高田保育園
高田 2786-2  ☎ 055-272-4862

【定　員】60 人
【対象児】２カ月〜小学校就学前
【給　食】３歳未満児は完全給食

                 ３歳以上児は主食持参
【保育時間】
（平　日）午前７:15 〜午後６:45
（土曜日）午前８:00 〜午後４:00

定林寺立正保育園定林寺立正保育園
岩間 4161-5  ☎ 0556-32-2326

【定　員】30 人
【対象児】２カ月〜小学校就学前
【給　食】３歳未満児は完全給食

                 ３歳以上児は主食持参
【保育時間】
（平　日）午前 7:30 〜午後７:00
（土曜日）午前８:00 〜午後４:00

次のとおり保育所入所
申し込みを受け付けます

受付期間受付期間

1111 月月１１日水日水
～～ 1616 日木日木

【
入
所
基
準
】

　

児
童
の
保
護
者
が
次
の
い
ず
れ
か
の
事
情

に
あ
り
、
保
育
の
必
要
性
を
町
か
ら
認
定
さ

れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

■
就
労
　
■
求
職
活
動
※  

■
妊
娠
・
出
産

■
就
学
　
■
災
害
復
旧
　
■
家
族
の
介
護

■
保
護
者
の
疾
病
・
傷
害
な
ど

※ 

求
職
活
動
の
場
合
、
入
所
認
定
期
間
が
基
本

３
カ
月
で
す
。

【
申
込
受
付
期
間
】
11
月
１
日
水
～
11
月
16
日
木

【
申
込
書
類
の
配
布
・
提
出
先
】

　

入
所
を
希
望
さ
れ
る
各
保
育
所
等
施
設

　

ま
た
は
、
町
子
育
て
支
援
課

※ 

詳
し
く
は
、
申
込
書
類
と
一
緒
に
配
布
す
る
入
所

の
し
お
り
を
ご
覧
下
さ
い
。

　
（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

※ 

途
中
月
で
の
入
所
を
希
望
さ
れ
て
い
る
方
に

つ
い
て
も
な
る
べ
く
こ
の
期
間
で
の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

※ 

町
外
の
施
設
を
希
望
し
て
い
る
方
は
、
市
町

村
に
よ
り
受
付
期
間
が
異
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
下
さ
い
。

　
（
申
請
書
の
提
出
先
は
本
町
で
す
）

【
問
い
合
わ
せ
】

　
各
保
育
所
等
施
設

　
町
子
育
て
支
援
課 

☎
０
５
５
６
（
４
２
）
８
２
１
８

※保育時間は、保護者の就労時間に合わせて、11 時間利用の保育標準時間、８時間利用の保育短時間の利用になります。
※定員は１１月１日現在の状況となります。

大塚保育所大塚保育所
大塚 2077-1  ☎ 055-272-0500

【定　員】40 人
【対象児】６カ月〜小学校就学前
【給　食】年齢に応じた完全給食
【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後６:30
（土曜日）午前８:30 〜午後４:30

三珠保育所三珠保育所
上野 2672-4  ☎ 055-272-0512

【定　員】58 人
【対象児】１歳〜小学校就学前
【給　食】年齢に応じた完全給食
【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後６:30
（土曜日）午前８:30 〜午後４:30

認定こども園市川幼稚園市川幼稚園
市川大門 1782-1 ☎ 055-272-0156

【定　員】幼稚園部門 12 人
　　　　 保育部門 63 人

【対象児】６カ月〜小学校就学前
【給　食】年齢に応じた完全給食
【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後   6:30
（土曜日）午前８:00 〜午後   2:30

認定こども園市川南幼稚園市川南幼稚園
市川大門 561 ☎ 055-272-1471

【定　員】幼稚園部門 35 人
　　　　 保育部門 60 人

【対象児】６カ月〜小学校就学前
【給　食】年齢に応じた完全給食
【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後   6:30
（土曜日）午前８:00 〜正午

充実しています 充実しています 市川三郷市川三郷のの保育保育

世帯階層区分
負担基準額
（３歳未満児）

上段：保育標準時間

下段：保育短時間

第１階層 生活保護世帯 0
0

第２階層 町民税非課税世帯 0
0

第３階層

１
町民税均等割世帯及び
所得割 24,300 未満

12,000
10,800

２
町民税

所得割が
24,300 以上
48,600 未満

14,000
12,600

第４階層

１

町
民
税
所
得
割
が

48,600 以上
63,400 未満

18,000
16,200

２ 63,400 以上
76,000 未満

20,000
18,000

３ 76,000 以上
87,000 未満

22,000
19,800

４ 87,000 以上
97,000 未満

24,000
21,600

第５階層

１ 97,000 以上
122,000 未満

27,000
24,300

２ 122,000 以上
142,000 未満

30,000
27,000

３ 142,000 以上
157,000 未満

32,000
28,800

４ 157,000 以上
169,000 未満

34,000
30,600

第６階層 169,000 以上
301,000 未満

36,000
32,400

第７階層 301,000 以上
397,000 未満

38,000
34,200

第８階層 397,000 以上 40,000
36,000

■■保育料の月額基準額表（令和５年度）保育料の月額基準額表（令和５年度） 単位：円

※上記は第１子の基準額で第２子は無料または６割軽減

※３歳以上児は無償 ※制度改正等により変更となる可能性有
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